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都市計画運用指針改正（新旧対照表） （別添）

改 正 案 現 行

Ⅳ 都市計画制度の運用の在り方 Ⅳ 都市計画制度の運用の在り方

Ⅳ－２ 都市計画の内容 Ⅳ－２ 都市計画の内容

Ⅳ－２－１ 土地利用 Ⅳ－２－１ 土地利用

Ⅱ）個別の事項 Ⅱ）個別の事項

Ｄ 地域地区（法第八条関連） Ｄ 地域地区（法第八条関連）

７．高度利用地区 ７．高度利用地区

（２）基本的な考え方 （２）基本的な考え方
①・② （略） ①・② （略）

③ 容積率の最高限度等 （略） ③ 容積率の最高限度等 （略）

１）容積率の最高限度 １）容積率の最高限度

ａ （略） ａ （略）

ｂ 当該地区において、観光まちづくりの拠点となる宿泊施設等、 ｂ 当該地区において特に誘導すべき用途・機能を有する建築物に
特に誘導すべき用途・機能を有する建築物については、当該地区 ついては、例えば、当該地区の土地利用及び公共施設の整備状況
の土地利用及び公共施設の整備状況を勘案して、さらに容積率の を勘案して、さらに容積率の最高限度を割増して定めることも考
最高限度を割増して定めることも考えられる。 えられる。

ｃ （略） ｃ （略）

２）～５) （略） ２）～５) （略）
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８．特定街区 ８．特定街区

（２）基本的な考え方 （２）基本的な考え方

① （略） ① （略）

② 建築物等に関する標準 ② 建築物等に関する標準

１） （略） １) （略）

２） （略） ２) （略）

ａ （略） ａ （略）

ｂ （略） ｂ （略）

ア 街区内の建築物を、観光まちづくりの拠点となる宿泊施設等、 ア 街区内の建築物を、地方公共団体が地域の特性を勘案して当
地方公共団体が地域の特性を勘案して当該地区に誘導すべきと 該地区に誘導すべきと考える用途に供する場合
考える用途に供する場合

イ～エ （略） イ～エ （略）

３) （略） ３） （略）

Ｇ 地区計画（法第一二条の五関係） Ｇ 地区計画（法第一二条の五関係）

３．地区計画の都市計画において決定すべき事項 ３．地区計画の都市計画において決定すべき事項

（３）再開発等促進区 （３）再開発等促進区

① （略） ① （略）

② 基本的な考え方 ② 基本的な考え方

１)～３) （略） １)～３) （略）
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４）再開発等促進区内の地区整備計画に定める建築物等に関する事項 ４）再開発等促進区内の地区整備計画に定める建築物等に関する事項

ａ～ｂ （略） ａ～ｂ （略）

ｃ 容積率の最高限度又は最低限度 ｃ 容積率の最高限度又は最低限度

ⅰ～ⅲ （略） ⅰ～ⅲ （略）

ⅳ 土地利用転換に当たって特定の用途を誘導することが適切な ⅳ 土地利用転換に当たって特定の用途を誘導することが適切な
場合には、必要に応じ、用途別に容積率の最高限度を定める等 場合には、必要に応じ、用途別に容積率の最高限度を定める等
の方法を活用することが望ましい。 の方法を活用することが望ましい
特に、宿泊施設の確保が強く要請されている地域において、 特に、大都市地域等住宅の確保が強く要請されている地域に

再開発等を通じて宿泊施設の整備を図るプロジェクトや、大都 おいては、再開発を通じて良好な都市型住宅の供給が積極的に
市地域等住宅の確保が強く要請されている地域において、再開 行われるべきことを踏まえ、相当戸数の住宅の供給を図るプロ
発を通じて相当戸数の良好な都市型住宅の供給を図るプロジェ ジェクトについては、容積率の最高限度はこれに配慮して定め
クトについては、容積率の最高限度はこれに配慮して定めるこ ることが望ましい。
とが望ましい。

ｄ～ｇ （略） ｄ～ｇ （略）

５） （略） ５) （略）

③ （略） ③ （略）

４．誘導容積型地区計画（法第１２条の６） ４．誘導容積型地区計画（法第１２条の６）

（１）趣旨 （１）趣旨
法第１２条の６の規定による地区計画（以下単に「誘導容積型地区 法第１２条の６の規定（以下単に「誘導容積型地区計画」という。）

計画」という。）は、土地の有効利用が必要とされているにもかかわら は、土地の有効利用が必要とされているにもかかわらず、公共施設が
ず、公共施設が未整備のため、土地の有効利用が十分に図られていな 未整備のため、土地の有効利用が十分に図られていない地区が広範に
い地区が広範に存し、一方で市街地が外延的に拡大するという都市構 存し、一方で市街地が外延的に拡大するという都市構造上の問題に対
造上の問題に対応するため、公共施設を伴った土地の有効利用を誘導 応するため、公共施設を伴った土地の有効利用を誘導することを目的
することを目的としている。 としている。
本制度の適用の例としては、以下のような場合が考えられる。 本制度の適用の例としては、以下のような場合が考えられる。
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１）～３） （略） １）～３） （略）

（３）配慮すべき事項 （３）配慮すべき事項

①・② （略） ①・② （略）

③ 他の地区計画に関する制度との併用について ③ 他の地区計画に関する制度との併用について

１） （略） １） （略）

２） 法第１２条の９（用途別容積型地区計画）との併用について ２） 法第１２条の９（用途別容積型地区計画）との併用について
地区の特性から、住宅の用途に供する建築物に係る容積率の制限の 地区の特性から、住宅の用途に供する建築物に係る容積率の制限の
特例を設ける必要があるが、適正な配置及び規模の公共施設がない 特例を設ける必要があるが、適正な配置及び規模の公共施設がない
ためその整備を併せて行う等の必要がある場合には、誘導容積型地 ためその整備を併せて行う等の必要がある場合には、誘導容積型地
区計画及び用途別容積型地区計画を併用し、目標容積率を用途別に 区計画及び用途別容積型地区計画を併用し、目標容積率を用途別に
定め、建築基準法第６８条の４及び第６８条の５の４を適用するこ 定め、建築基準法第６８条の４及び同法第６８条の５の３を適用す
とが望ましい。なお、暫定容積率については、公共施設が未整備で ることが望ましい。なお、暫定容積率については、公共施設が未整
ある状況に対応して定められるものであることから、用途別に容積 備である状況に対応して定められるものであることから、用途別に
を定める対象とならないものである。 容積を定める対象とならないものである。

３） 法第１２条の１０（街並み誘導型地区計画）との併用について ３） 法第１２条の１０（街並み誘導型地区計画）との併用について
地区の特性から、建築物の形態を一体的に誘導するとともに、その 地区の特性から、建築物の形態を一体的に誘導するとともに、その
交通状況等からみてその交通を処理する一部の主要な道路について 交通状況等からみてその交通を処理する一部の主要な道路について
拡幅が必要な場合に地区施設を定めるときには、建築物の形態を一 拡幅が必要な場合に地区施設を定めるときには、建築物の形態を一
体的に誘導する必要のある区域に街並み誘導型地区計画を定めると 体的に誘導する必要のある区域に街並み誘導型地区計画を定めると
ともに、当該道路沿道について誘導容積型地区計画を併用し、建築 ともに、当該道路沿道について誘導容積型地区計画を併用し、建築
基準法第６８条の４及び第６８条の５の５第１項を適用することが 基準法第６８条の４及び同法第６８条の５の４第１項を適用するこ
望ましい。この場合において、目標容積率については、法第１２条 とが望ましい。この場合において、目標容積率については、法第１
の５第７項第２号に基づき定められる容積率の最高限度と同一の値 ２条の５第７項第２号に基づき定められる容積率の最高限度と同一
として定めるとともに、暫定容積率は、前面道路幅員による容積率 の値として定めるとともに、暫定容積率は、前面道路幅員による容
の値以下であって、指定容積率の変更と併せて行う場合には、変更 積率の値以下であって、指定容積率の変更と併せて行う場合には、
前の指定容積率にも配慮して定めることが望ましい。 変更前の指定容積率にも配慮して定めることが望ましい。

５．容積適正配分型地区計画（法第１２条の７） ５．容積適正配分型地区計画（法第１２条の７）
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（１）趣旨 （１）趣旨
法第１２条の７の規定による地区計画（以下単に「容積適正配分型 法第１２条の７の規定（以下単に「容積適正配分型地区計画」とい

地区計画」という。）は、適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地 う。）は、適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、
の区域において、それぞれの地区の特性に応じて、容積率規制の詳細 それぞれの地区の特性に応じて、容積率規制の詳細化を図り、良好な
化を図り、良好な市街地環境の形成及び合理的な土地利用を図ること 市街地環境の形成及び合理的な土地利用を図ることを目的としている。
を目的としている。 本制度の適用の例としては、以下のような場合が考えられる。
本制度の適用の例としては、以下のような場合が考えられる。

１）・２） （略） １）・２） （略）

（２）基本的な考え方 （２）基本的な考え方

①・② （略） ①・② （略）

③ その他の建築物等に関する事項 ③ その他の建築物等に関する事項
容積率の最高限度を指定容積率を超えて定める区域においてその最 容積率の最高限度を指定容積率を超えて定める区域においてその最

高限度を建築規制として適用するためには、建築基準法第６８条の５ 高限度を建築規制として適用するためには、建築基準法第６８条の３
第１項第２号において、容積率の最低限度、建築物の敷地面積の最低 第２項において、容積率の最低限度、建築物の敷地面積の最低限度、
限度、壁面の位置の制限を必ず定めることとされており、この場合、 壁面の位置の制限を必ず定めることとされており、この場合、以下の
以下のように定めることが望ましい。 ように定めることが望ましい。

１）～３） （略） １）～３） （略）

④ （略） ④ （略）

（３）配慮すべき事項 （３）配慮すべき事項

① （略） ① （略）

② 他の地区計画に関する制度との併用について ② 他の地区計画に関する制度との併用について

１）法第１２条の１０（街並み誘導型地区計画）との併用について １）法第１２条の１０（街並み誘導型地区計画）との併用について
ａ 地区の特性から、建築物の形態を一体的に誘導し、併せて区域 ａ 地区の特性から、建築物の形態を一体的に誘導し、併せて区域
を区分して容積を適正に配分する必要がある場合には、街並み誘 を区分して容積を適正に配分する必要がある場合には、街並み誘
導型地区計画と容積適正配分型地区計画を併用し、建築基準法第 導型地区計画と容積適正配分型地区計画を併用し、建築基準法第
６８条の５及び第６８条の５の５第１項を適用することが望まし ６８条の５及び同法第６８条の５の４第１項を適用することが望
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い。 ましい。

ｂ （略） ｂ （略）

６．高度利用型地区計画（法第１２条の８） ６．高度利用型地区計画（法第１２条の８）

（１）趣旨 （１）趣旨
法第１２条の８の規定による地区計画（以下単に「高度利用型地区 法第１２条の８の規定（以下単に「高度利用型地区計画」という。）

計画」という。）は、適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区 は、適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、建
域において、建築物の敷地等の統合を促進し、小規模建築物の建築を 築物の敷地等の統合を促進し、小規模建築物の建築を抑制するととも
抑制するとともに建築物の敷地内に有効な空地を確保することにより、 に建築物の敷地内に有効な空地を確保することにより、用途地域内の
用途地域内の土地の高度利用と都市機能の更新とを図ることを目的と 土地の高度利用と都市機能の更新とを図ることを目的としている。
している。 本制度の適用の例としては、以下のような場合が考えられる。
本制度の適用の例としては、以下のような場合が考えられる。

１）～５） （略） １）～５） （略）

６）宿泊施設の誘導や更新を図るべき区域 （新設）

（３）配慮すべき事項 （３）配慮すべき事項

① （略） ① （略）

② 他の地区計画に関する制度との併用について ② 他の地区計画に関する制度との併用について

１）法第１２条の１０（街並み誘導型地区計画）との併用について １）法第１２条の１０（街並み誘導型地区計画）との併用について
ａ 地区の特性から、建築物の形態を一体的に誘導し、併せて合理 ａ 地区の特性から、建築物の形態を一体的に誘導し、併せて合理
的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図る必要がある場合 的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図る必要がある場合
には、街並み誘導型地区計画と高度利用型地区計画を併用し、建 には、街並み誘導型地区計画と高度利用型地区計画を併用し、建
築基準法第６８条の５の３及び第６８条の５の５第１項を適用す 築基準法第６８条の５の２及び同法第６８条の５の４第１項を適
ることが望ましい。 用することが望ましい。

ｂ （略） ｂ （略）

７．用途別容積型地区計画（法第１２条の９） ７．用途別容積型地区計画（法第１２条の９）
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（１）趣旨 （１）趣旨

法第１２条の９の規定による地区計画（以下、単に「用途別容積型 法第１２条の９の規定（以下、単に「用途別容積型地区計画」とい
地区計画」という。）は、地区の特性に応じた合理的な土地利用の促進 う。）は、地区の特性に応じた合理的な土地利用の促進を図るため、住
を図るため、住居と住居以外の用途とを適正に配分することが特に必 居と住居以外の用途とを適正に配分することが特に必要である場合に、
要である場合に、住宅・非住宅の別による容積率を合理化し、住宅を 住宅・非住宅の別による容積率を合理化し、住宅を含む建築物に係る
含む建築物に係る容積率の最高限度を緩和することにより、住宅立地 容積率の最高限度を緩和することにより、住宅立地を誘導し、適正な
を誘導し、適正な用途配分を実現することを目的としている。 用途配分を実現することを目的としている。
本制度の適用の例としては、以下のような場合が考えられる。 本制度の適用の例としては、以下のような場合が考えられる。

１）～４） （略） １）～４） （略）

（３）配慮すべき事項 （３）配慮すべき事項

①～③ （略） ①～③ （略）

④ 他の地区計画に関する制度との併用 ④ 他の地区計画に関する制度との併用

１）法第１２条の１０（街並み誘導型地区計画）との併用について １） 法第１２条の１０（街並み誘導型地区計画）との併用について

ａ 地区の特性から、建築物の形態を一体的に誘導し、併せて住宅 ａ 地区の特性から、建築物の形態を一体的に誘導し、併せて住宅
の用途に供する建築物に係る容積率の制限の特例を設ける必要が の用途に供する建築物に係る容積率の制限の特例を設ける必要が
ある場合には、街並み誘導型地区計画と用途別容積型地区計画を ある場合には、街並み誘導型地区計画と用途別容積型地区計画を
併用し、建築基準法第６８条の５の４及び第６８条の５の５第１ 併用し、建築基準法第６８条の５の３及び同法第６８条の５の４
項を適用することが望ましい。この場合において、容積率の最高 第１項を適用することが望ましい。この場合において、容積率の
限度については、（２）③中「指定容積率」とあるのは「街並み誘 最高限度については、（２）③中「指定容積率」とあるのは「街並
導型地区計画において定められる容積率の最高限度」と読み替え み誘導型地区計画において定められる容積率の最高限度」と読み
ること。 替えること。

ｂ （略） ｂ （略）

⑤ （略） ⑤ （略）

８．街並み誘導型地区計画（法第１２条の１０） ８．街並み誘導型地区計画（法第１２条の１０）

（１）趣旨 （１）趣旨
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法第１２条の１０の規定による地区計画（以下、単に「街並み誘導 法第１２条の１０の規定（以下、単に「街並み誘導型地区計画」と
型地区計画」という。）は、地区の特性に応じた建築物の高さ、配列及 いう。）は、地区の特性に応じた建築物の高さ、配列及び形態並びに工
び形態並びに工作物の設置の制限等必要な規制を定め、建築物の形態 作物の設置の制限等必要な規制を定め、建築物の形態に関する制限の
に関する制限の緩和を行うことにより、個別の建築活動を通じて統一 緩和を行うことにより、個別の建築活動を通じて統一的な街並みを誘
的な街並みを誘導しつつ、地区内に適切な幅員の道路を確保すること 導しつつ、地区内に適切な幅員の道路を確保することにより、土地の
により、土地の合理的かつ健全な有効利用の推進及び良好な環境の形 合理的かつ健全な有効利用の推進及び良好な環境の形成を図ることを
成を図ることを目的としている。 目的としている。
本制度の適用の例としては、以下のような場合が考えられる。 本制度の適用の例としては、以下のような場合が考えられる。

１）～５） （略） １）～５） （略）

（２）基本的な考え方 （２）基本的な考え方

①～③ （略） ①～③ （略）

④ その他の建築物等に関する事項 ④ その他の建築物等に関する事項
前面道路幅員による容積率制限の緩和を行うためには、建築基準法 前面道路幅員による容積率制限の緩和を行うためには、建築基準法

第６８条の５の５第１項において、容積率の最高限度、建築物の敷地 第６８条の５の４第１項において、容積率の最高限度、建築物の敷地
面積の最低限度を必ず定めることとされており、以下のように定める 面積の最低限度を必ず定めることとされており、以下のように定める
ことが望ましい。 ことが望ましい。

⑤ （略） ⑤ （略）

Ⅳ－２－２ 都市施設 Ⅳ－２－２ 都市施設

Ⅱ） 施設別の事項 Ⅱ） 施設別の事項

Ｄ．河川及び防水、防砂、防潮の施設 Ｄ．河川及び防水、防砂、防潮の施設

３．防水、防砂、防潮の施設の取扱い ３．防水、防砂、防潮の施設の取扱い

（２）調節池の取扱い （２）調節池の取扱い

調節池については、法第１１条第１項第１４号の政令で定める施設の「防 調節池については、法第１１条第１項第１１号の政令で定める施設の「防
水の施設」として都市計画決定する。なお、調節池から流出する河川につ 水の施設」として都市計画決定する。なお、調節池から流出する河川につ
いて、改修計画がある場合にはその部分を河川として都市計画決定する。 いて、改修計画がある場合にはその部分を河川として都市計画決定する。
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（３）砂防設備の取扱い （３）砂防設備の取扱い

砂防設備については、法第１１条第１項第１４号の政令で定める施設の 砂防設備については、法第１１条第１項第１１号の政令で定める施設の
「防砂の施設」として都市計画決定する。 「防砂の施設」として都市計画決定する。

（４）地すべり防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設の取扱い （４）地すべり防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設の取扱い

地すべり防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設については、法第１１条第 地すべり防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設については、法第１１条第
１項第１４号の政令で定める施設の「防砂の施設」として都市計画決定す １項第１１号の政令で定める施設の「防砂の施設」として都市計画決定す
る。 る。

（５）海岸保全施設の取扱い （５）海岸保全施設の取扱い

海岸保全施設のうち、防潮の機能を有するものについては、法第１１条 海岸保全施設のうち、防潮の機能を有するものについては、法第１１条
第１項第１４号の政令で定める施設の「防潮の施設」として都市計画決定 第１項第１１号の政令で定める施設の「防潮の施設」として都市計画決定
する。 する。


